
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　原判決を破棄する。
　　　　　被告人Ａ株式会社、同Ｂをそれぞれ罰金三、〇〇〇円に処する。
　　　　　被告人Ｂが右罰金を完納しないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算し
た期間、同被告人を労役場に留置する。
　　　　　本件公訴事実のうち、被告人両名の非防水型コードコネクターの使用に
関する各労働基準法違反の事実、ならびに、被告人ＢのＣに対する業務上過失致死
の事実については、いずれも無罪。
　　　　　　　　　理　　　　由
　本件控訴の趣意は、弁護人荒井尚男、同長谷川修が連名で提出した控訴趣意書お
よび昭和四九年二月六日付控訴趣意補充書に記載されているとおりであるから、こ
れらを引用し、これに対し次のとおり判断する。
　一、　控訴趣意のうち、原判示の業務上過失致死の事実についての事実誤認を主
張する点について。
　論旨は、原判決は、被告人Ｂが、原判示の洗浄機およびコードコネクター（以
下、本件洗浄機、本件コードコネクターという）の使用に際し、感電防止に必要な
措置を講じなかつたために、本件コードコネクターが水にぬれて漏電し、その結
果、原判示のＣ（以下、本件被害者という）が感電死した旨認定しているけれど
も、本件証拠上、本件コードコネクターが水にぬれて漏電したこと、ならびに、本
件被害者の死因が感電死であることを断定することはできず、また、被告人Ｂは、
右感電防止のための措置を講じていたものであつて、本件事故につき予見可能性が
なく、同被告人の右業務上過失致死の点は無罪であるから、原判決には、判決に影
響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、というのである。
　そこで、記録を調査し、当審における事実の取調の結果を参酌して検討すると、
　（一）　まず、原判決が挙示する各証拠によれば、被告人Ｂは、肩書本店所在地
で酒造業を営む相被告人Ａ株式会社（以下、単に被告人会社という）の常務取締役
であつて、同会社のびん詰めに関する業務を掌理していた者であること、昭和四六
年六月二一日同会社の洗びん場において、同会社の従業員である本件被害者Ｃ（当
時四一歳）が、本件洗浄機を使用して洗びん機を洗浄する作業に従事していた際、
本件洗浄機の電気コードと継ぎ足し用の電気コードを接続する本件コードコネクタ
ーが、防水型のものでなかつたために、その内部の通電部分に水がしみこんで漏電
し、本件洗浄機に漏電しや断装置が接続されておらず、また、これが接地されても
いなかつたために、本件被害者が、右漏電した電気に触れて、その場で感電死した
ものであることを認めることができる。
　この点につき、所論は、本件において、本件被害者が感電死したものと断定しう
る証拠はなく、同人の死因は、過労と飲酒した状態で作業をしたために、急性心臓
まひを起こしたものとの疑いがある旨主張し、なるほど、本件証拠上、同人が、本
件当時、多少疲れており、また、出勤前に若干飲酒していた事実を窺うことができ
るけれども、当時、同人は、身体が衰弱する程度に疲れていたり、多量に飲酒して
いたものではなく、また、同人が当時行つていた作業の内容は格別重労働を要する
ものでもなかつたことが認められるから、同人の過労と飲酒が死亡の一因となつた
ことをまつたく否定することはできないとしても、それのみの原因で同人が死亡し
たとは、とうてい考えられないのであつて、このことと、原判決が挙示する各証拠
によつて認められる本件当時の事故現場の状況および同人の死体解剖の所見を総合
して考察すると、同人は、右のとおり本件コードコネクターから漏電した電気に感
電した結果、死亡したものであると認める他はなく、したがつて、右所論は採用で
きない。
　（二）　そこで、次に、被告人Ｂが、本件事故の発生を予見し、または、予見し
えたものであるか否かにつき検討すると、まず、原判決が挙示する各証拠、ならび
に、当裁判所の検証調書および証人Ｄに対する尋問調書、検察官作成の実況見分調
書、当審における被告人Ｂおよび被告人会社代表者Ｅの各供述を総合すると、本件
洗浄機が使用されていた状況につき、
　（１）　本件当時、本件洗浄機は、その本体の後部から出ている電気コードに、
本件コードコネクターで、長さ約一五メートルの継ぎ足し用電気コードを接続し、
その先端を洗びん場東側の電源ソケツトに差しこんで使用されていたこと、
　（２）　本件洗浄機は、使用電圧二〇〇ボルト、電流六・六アンペア（五〇サイ
クルの場合）の電動機により、その本体の前部から出ているゴムホースから高圧の
水を噴射できる構造となつていて、ゴム製の四輪の車が付いた移動型の洗浄機であ



つたこと、
　（３）　本件洗浄機の電気コード、右継ぎ足し用電気コード、その電源側のコネ
クターは、いずれもゴムで被覆されていて、通電部分に水が入らないようになつて
いたが、本件コードコネクターは、べークライト製で防水型のものではなく、外部
からの水が通電部分にしみこむことが可能であつたこと、
　（４）　本件洗浄機には、その電路に漏電した場合にブザーが鳴る漏電警報器が
接続されていたが、漏電しや断装置は接続されておらず、また、本件洗浄機の電気
コード、および、継ぎ足し用コードのうち電源側の約八・四メートルの部分は、接
地線のある四心のものであつたが、右継ぎ足し用コードの本件洗浄機側の約六・六
メートルの部分は接地線のない三心のもので、両者はビニールテープで継ぎ合わさ
れてあつたために、本件洗浄機は接地されていなかつたこと、
　（５）　本件洗浄機を使用して右洗びん機を洗浄する場合には、右洗びん機から
多量の水が排水されるとともに、本件洗浄機から噴射された水がはね返るなどし
て、右洗びん機の周辺の床面は相当程度水でぬれるけれども、とくに、水がたまり
やすい右洗びん機の西側および南側には、高さ約八センチメートルのコンクリート
の仕切り枠が設けられていて、本件当時は、本件被害者がとくに乱暴な洗浄の仕方
をしたために、本件洗浄機およびコードコネクターが置かれてあつた右仕切り枠の
外側一帯の床面にまで、水がたまつたり、かなり広範囲の部分が水にぬれたもので
あるけれども、普通の洗浄の方法では、本件洗浄機およびコードコネクターが置か
れる床面には、水がたまることはもちろん、著しく水にぬれることはなかつたこ
と、
　（６）　本件コードコネクターは、長さ約八〇セソーチメートルの本件洗浄機の
本体の真後ろに位置していたから、本件洗浄機から噴射された水がはね返つてぬれ
る可能性は少く、また、本件洗浄機から出ている電気コードが短かつたために、本
件コードコネクターの一部は本件洗浄機に宙吊りの状態になつていて、その全部が
床面に接触していたものではなかつたから、右洗びん機の洗浄に際し、たとえ、そ
の付近の床面が水にぬれたとしても、内部の通電部分にまで水がしみこむ可能性は
少なかつたこと、
　（７）　被告人会社においては、かねてから、同会社内において使用する電気機
械器具の電気コードであつて、接地線のない三心のものは、すべて接地線のある四
心のものに取り替えて、右機械器具を接地させるとともに、その電路に漏電警報器
をとりつけるなどして漏電事故を防止するための措置を講じており、また、本件以
前には同会社において漏電事故が発生したことはなかつたこと、
　（８）　本件洗浄機に接続されていた右継ぎ足し用の電気コードには、（４）の
とおり、接地線のある四心のものに接地線のない三心のものが継ぎ合わされていた
が、右三心の電気コードは、被告人会社の電気機械器具の電気コードを四心のもの
に取り替える以前に使用されていたものであつて、外観上、それが四心のものでは
なくて三心のものであることを識別することはできず、また、被告人会社において
は、かねてからびん詰め関係の機械、器具については、本件被害者をその取扱いの
主任者として、同人に平素の維持、管理を委ねてきたものであつて、右三心の電気
コードの継ぎ合わせも、同人が独断でこれを行つたものと推認され、被告人Ｂを含
めた被告人会社の経営者は、右継ぎ合わせの事実をまつたく知らなかつたこと、
　以上の事実を認めることができ、右事実と被告人Ｂの捜査段階から当審公判に至
るまでの供述によれば、被告人Ｂは、本件洗浄機の使用により、本件のような感電
事故が発生することを予見していなかつたものと認めることができる。
　そこで、さらに、同被告人が本件事故の発生を予見しえたか否かにつき検討する
と、右に認定したとおり、本件事故は、本件洗浄機で洗びん機を洗浄中、本件コー
ドコネクターの中に水がしみこんだために発生したものであり、また、本件洗浄機
が接地されていれば発生しなかつたものてあるが、前者については、本件コードコ
ネクターの中に水がしみこむことは、普通の方法で洗浄している限り起こりえない
のに、本件においては、本件被害者がとくに乱暴な方法で洗浄したために、たまた
ま本件コードコネクターの中に水がしみこんだものであり、また、後者について
は、被告人会社においては、本件洗浄機を接地させるための措置を講じたのに、本
件被害者が、勝手に、本件洗浄機に接続させた継ぎ足し用の電気コードの一部に接
地線のないものを使用して、接地してあつた本件洗浄機を接地できない状態に変え
たものであつて、被告人Ｂにとつては、本件被害者に電気機械器具の平素の管理を
委ねてあり、また、右接地線の有無を外観上識別することが不可能であつたことか
ら、本件当時、本件洗浄機が接地されていないことを容易には知りえなかつたもの



であつて、以上の事実にかんがみると、同被告人が本件事故を予見することは、相
当程度困難であつたものと認められる。
　ところで、同被告人は、被告人会社のびん詰め業務に関する責任者であつたか
ら、同会社の従業員に本件洗浄機を使用させる場合には、昭和四七年法律第五七号
による改正前の労働基準法（以下、単に労働基準法という）第四二条第四五条によ
り、昭和二二年労働省令第九号労働安全衛生規則（以下、旧労働安全衛生規則とい
う）の定める基準に従い、感電事故を防止するために必要な措置を講じる義務を負
い、後記二において判示するように、本件洗浄機を、右規則第一二四条の六所定の
感電防止用漏電しや断装置に接締し、または、同条所定の方法で接地しなければな
らなかつたのに、これらの措置を怠つたのであり、その結果、本件事故が発生した
ものである以上、同被告人は、本件事故の発生を予見すべきであつたとのいちおう
の推定を受けることは免れないところである。
　しかし、右労働基準法上の義務を怠つたからといつて、直ちに、その結果発生し
た人身事故につき、その者が結果発生の予見可能性があつたとして業務上過失致死
傷罪の責任を問われるものではないことは、いうまでもないところ、右漏電しや断
装置の点については、本件洗浄機のような電圧一五〇ボルトを超える移動式の電動
機械器具に右装置を接続することが義務づけられたのは、昭和四四年一月に右規則
が改正された後であつて、それ以前には、右電動機械器具を所定の方法で接地すれ
ば足りたものであり、事実、本件洗浄機が右のように接地されていたとすれば、本
件事故は起きなかつたと考えられるから、本件洗浄機に右漏電しや断装置を接続し
なかつたからといつて、直ちに、本件事故の発生を予見すべきであつたということ
はできないし、また、接地の点については、さきに判示したように、被告人Ｂは、
本件洗浄機が右所定の方法で接地されていたと誤信していたものであつて、右誤信
をするのもやむをえないような事情も存在していたのであつて、これらのことと、
さきに判示した、本件洗浄機の事故発生の危険性の程度、同被告人ら被告人会社の
経営者が事故防止のために講じた措置の内容等を総合して考察すると、被告人Ｂに
は本件事故発生についての予見可能性がなかつたと認めるのが相当であり、同被告
人に本件業務上過失致死の責任を問うことはできない。
　（三）　したがつて、右予見可能性があつたことを前提として被告人Ｂの原判示
の業務上過失致死罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らか
な事実の誤認があり、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
　二、　控訴趣意のうち、原判示の労働基準法違反の各事実についての事実誤認を
主張する点について。
　論旨は、原判決は、原判示の洗びん場が、旧労働安全衛生規則第一二四条の六、
第一二五条の二にいう湿潤する場所に該当するとして、被告人会社の常務取締役で
ある被告人Ｂが、本件洗浄機の電路に漏電しや断装置を接続しなかつたことが、労
働基準法第四二条、第四五条、右規則第一二四条の六に、また、非防水型コードコ
ネクターを使用したことが、同法第四二条、第四五条、右規則第一二五条の二に違
反した旨認定しているけれども、右洗びん場は、二か月に一回位の割合で洗びん機
を洗浄する際に多少ぬれる程度で、平素は乾燥しているから、右規則各条にいう湿
潤する場所には該当せず、また、被告人会社においては、感電防止のために必要な
措置を講じていたものであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな
事実の誤認がある、というのである。
　<要旨>そこで、記録を調査し、当審における事実の取調の結果を参酌して検討す
ると、まず、右規則第一二四条</要旨>の六、第一二五条の二にいう「湿潤している
場所」とは、その場所が、常時湿潤しているか、少くとも、右各条所定の器具等を
使用する際には常に湿潤するに至り、そのために漏電による感電事故を生じやすい
場所を指すものと解せられるところ、本件洗浄機および本件コードコネクターが使
用された場所は、一の（二）の（５）、（６）において判示したように、常時湿潤
していたり、これらを使用する場合に常に湿潤するものではないから、右各条にい
う「湿潤している場所」には該当しないものであることは、所論の指摘するとおり
である。
　したがつて、本件において、非防水型の本件コードコネクターが使用されたこと
は、右規則第一二五条の二に違反するものではなく、また、それが原因となつて本
件事故が発生したものであるとはいえ、本件事故は、右規則に従つて、本件洗浄機
の電路に漏電しや断装置を接続する等の措置を講じることによつて、これを防止し
えたものであるから、本件コードコネクターを使用したことが労働基準法第四二条
に該当するものでもないというべきである。よつて、被告人Ｂが非防水型の本件コ



ードコネクターを右規則第一二五条の二にいう湿潤する場所で使用したとして、被
告人両名の関係において労働基準法第四二条違反の罪を認めた原判決には、判決に
影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があり、原判決は破棄を免れない。論旨は
この点において理由がある。
　しかし、本件において、本件洗浄機が、その電路に漏電しや断防止装置を接続し
ないで使用された点については、本件洗浄機は、右規則第一二四条の六にいう湿潤
した場所で使用されたものではないけれども、同条にいう対地電圧が一五〇ボルト
を超える移動型の電動機械器具であつた意味において、右使用は、同条に違反する
ものであり、また、その結果、本件感電死事故を発生させるに至つたことからも明
らかなように、右使用により感電事故が起きる危険があつたものであるから、労働
基準法第四二条にも違反するものと認められ、原判決も、以上の理由によつて、本
件洗浄機の右使用につき同条違反の罪の成立を認めたものと、その判文から十分に
推認することができるから、この点については、原判決には所論の事実の誤認はな
く、この点に関する論旨は理由がない。
　三、　以上のように、原判決には、原判示の業務上過失致死および本件コードコ
ネクターの使用に関する労働基準法違反の各事実につき、判決に影響を及ぼすこと
の明らかな事実の誤認があるので、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条によ
り原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により被告人両名に対する被告事件につき
さらに判決する。
　（罪となるべき事実）
　被告人Ｂは、肩書地に本店および工場を置いて酒造業を営む被告人Ａ株式会社の
常務取締役であつて、右工場におけるびん詰め業務を掌理し、これに従事する労働
者の安全を管理する業務を担当しているものであるが、昭和四六年六月二一日右工
場内の洗びん場において、同社の従業員Ｃ（当時四一歳）をして、Ｆ株式会社製Ｔ
Ｂ二型洗浄機を使用して洗びん機を洗浄させるに際し、右洗浄機は、使用電圧が二
〇〇ボルトで移動式のものであつて、水にぬれる等して漏電する危険があつたか
ら、被告人Ａ株式会社のために、旧労働安全衛生規則第一二四条の六の規定に従つ
て、その電路に感電防止用漏電しゃ断装置を接続すべきであつたのに、これをせ
ず、右漏電による感電の危害を防止するために必要な措置を講じなかつたものであ
る。
　（証拠の標目）（省略）
　（法令の適用）
　被告人Ｂの判示所為は、労働安全衛生法附則第二六条、昭和四七年法律第五七号
による改正前の労働基準法第四二条、第一一九条第一号に該当するので、所定刑中
罰金刑を選択し、また、同被告人の右所為は、同被告人が被告人会社の労働者に関
する事項につきその代理人としてこれを行つたものであるから、同法第一二一条第
一項本文により被告人会社に対しても同法第四二条、第一一九条第一号の罰金刑を
科すこととし、右各所定金額の範囲内で、被告人両名をいずれも罰金三、〇〇〇円
に処し、刑法第一八条により被告人Ｂが右罰金を完納しないときは、金一、〇〇〇
円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置することとする（なお、原審およ
び当審における訴訟費用は、後記無罪となつた公訴事実についての訴訟費用である
と認められるから、これらを被告人らに負担させることはできない）。
　（無罪の理由）
　本件公訴事実のうち、（一）被告人Ｂが昭和四六年六月二一日被告人会社におい
て非防水型のコードコネクターを使用した点に関する被告人両名の労働基準法違反
の事実、（二）被告人ＢのＣに対する業務上過失致死の事実については、さきに判
示したように、いずれも、犯罪の証明がないことに帰するから、刑事訴訟法第三三
六条により無罪の言渡をする。
　よつて、主文のとおり判決する。
　（裁判長裁判官　真野英一　裁判官　吉川由己夫　裁判官　竹田央）


